
 

統計部会審議経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第６回  １１月１６日（木）予定 
                 
 

第４回  １０月１２日（木）１０：３０～１２：００ 

・厚生労働省からのヒアリング 

・経済産業省からのヒアリング 

・国土交通省からのヒアリング 

 

 第５回  １１月 １日（水）１０：００～１２：３０ 

    ・農林水産省からのヒアリング 

    ・文部科学省からのヒアリング 

    ・財務省・国税庁からのヒアリング 

    ・総務省統計局からのヒアリング 

    ・独立行政法人統計センターの業務についてのヒアリング 

 

資料２ 



第４回及び第５回統計部会における主な審議事項 

 

 

 

統計部会では、12月の基本方針改定に向けて、以下のポイントを

中心に、指定統計調査業務に関するヒアリングを行った。 
 

 
１ 総務省統計局 

 
 
 
 
 
２ 統計センター 

 
 
 
 
 
３ 各府省 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

○ 指定統計調査の民間開放に向けて総務省から計画が出されたことを受けて、

総務省以外の他府省が指定統計調査についての民間開放をどのように推進して

いくかについての検討状況を聴取した。 

 

○ 法定受託事務の民間開放については地方公共団体の主体的判断により進める

こととなっているが、指定統計調査を所管する他府省が現段階でどのように考

えているかを聴取した。 

 

○ 10 月６日に公表した総務省所管の指定統計調査の民間開放に向けての計画に

ついて、地方自治体からの意見・要望の聴取状況の報告を受けた。 

○ ３月末の閣議決定を受けて、民間開放の実施のために必要な方策についての

結論として取りまとめようとしている案について説明を受けた。 


